
市長
コラム㊺

小
堀
宗
実
さ
ん
に
『
八
重
霞
』
と
名
付
け
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
盆
梅
は
推
定
樹
齢

１
５
０
年
、
高
さ
約
２
ｍ
の
八
重
咲
き
薄
紅

色
で
す
。
命
が
吹
き
込
ま
れ
た
こ
の
盆
梅
に

も
、
名
の
と
お
り
、
幾
重
に
も
幾
久
し
く
、

多
く
の
花
を
咲
か
せ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

長
浜
市
に
は
、
国
・
県
・
市
が
指
定
す
る

４
４
０
を
超
え
る
文
化
財
が
点
在
し
て
お
り
、

ま
さ
に
歴
史
・
文
化
・
自
然
の
宝
庫
で
す
。

今
回
の
よ
う
に
「
遠
州
茶
道
宗
家
」
の
家
元

に
命
名
を
お
願
い
で
き
た
の
も
、
歴
史
的
・

文
化
的
な
魅
力
に
事
欠
か
な
い
本
市
だ
か
ら

こ
そ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
月
21
日
か
ら
、
地
域
の
方
々
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
東
京
・
上
野
の
東
京

藝
術
大
学
大
学
美
術
館
で
「
観
音
の
里
の
祈

り
と
く
ら
し
」
を
テ
ー
マ
に
、「
湖
北
の
観
音

さ
ま
」
を
一
堂
に
集
め
た
展
覧
会
を
開
催
す

る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

継
続
は
“
力
”
で
あ
り
、“
宝
”
へ
と
つ
な

が
り
「
歴
史
」
と
な
り
ま
す
。

全
国
に
誇
る
長
浜
の
素
晴
ら
し
い
魅
力
を

よ
り
高
め
る
と
と
も
に
、「
点
か
ら
線
、
線
か

ら
面
」
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
、
継
続

し
て
取
組
み

を
進
め
る
こ

と
で
、
よ
り

大
き
く
、
力

強
い
花
を
咲

か
せ
て
ま
い

り
ま
す
。

早
春
の
風
物
詩
「
長
浜
盆
梅
展
」
は
、
昭

和
27
年
に
始
ま
り
、
今
年
で
63
回
目
を
迎
え

ま
す
。
会
場
に
は
、
ふ
く
い
く
と
し
た
梅
の

香
が
漂
い
、
清
ら
か
に
開
花
し
た
紅
梅
や
白

梅
た
ち
は
、
毎
日
、
多
く
の
観
光
客
ら
を
楽

し
ま
せ
て
い
ま
す
。

盆
梅
と
は
鉢
植
え
の
梅
、
つ
ま
り
梅
の
盆

栽
で
す
が
、
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の

と
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
会
場
で
あ
る
慶
雲

館
に
は
、
高
さ
が
３
ｍ
近
い
巨
木
や
樹
齢

４
０
０
年
を
超
え
る
古
木
な
ど
、
約
３
０
０

鉢
の
中
か
ら
開
花
の
時
期
に
合
わ
せ
て
常
時

約
90
鉢
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
大
き
さ
や
樹

齢
の
ほ
か
、
枝
振
り
や
色
彩
、
香
り
、
鉢
の

形
状
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
見
所
が
あ
り
ま
す

が
、
と
り
わ
け
長
い
年
月
を
経
た
老
木
古
木

に
凛
と
し
た
花
を
咲
か
せ
る
力
強
い
生
命
力

は
、
見
る
人
に
感
動
と
勇
気
を
与
え
て
く
れ

ま
す
。

先
日
、
今
年
初
展
示
と
な
る
盆
梅
の
命
名

式
が
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
初
期
の
大
名
茶
人

で
本
市
小
堀
町
出
身
の
小
堀
遠
州
翁
を
流
祖

と
す
る
「
遠
州
茶
道
宗
家
」
の
13
世
家
元
・

※至誠通天 
　 誠を尽くせば天が
　 味方してくれること

長
浜
盆
梅
展
か
ら
想
う
こ
と

～
未
来
の“
宝
”を
育
て
る
た
め
に
～

　
軽
自
動
車
税
は
、毎
年
４
月
１
日
に
所
有

し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

車
両
を
譲
っ
た
、車
両
を
廃
棄
し
た
、盗

難
な
ど
に
よ
り
車
両
を
所
有
し
て
い
な
い

と
い
っ
た
場
合
は
、名
義
変
更
や
廃
車
手
続

が
必
要
で
す
。
手
続
が
済
ん
で
い
な
い
と
、

翌
年
度
も
軽
自
動
車
税
が
か
か
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

①�

原
動
機
付
自
転
車（
１
２
５
㏄
以
下
）、小

型
特
殊
自
動
車（
コ
ン
バ
イ
ン
、フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
な
ど
）

　
税
務
課
ま
た
は
北
部
振
興
局・
各
支
所
福

祉
生
活
課
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
名
義
変
更
に
必
要
な
も
の

　

�　
印
鑑（
新
所
有
者
）、本
人
確
認
書
類（
運

転
免
許
証
な
ど
）、譲
渡
証
明
書
、委
任
状

（
新
納
税
義
務
者
本
人
ま
た
は
同
世
帯
の

人
が
手
続
を
す
る
と
き
は
不
要
）

◦
廃
車
手
続
に
必
要
な
も
の

　

�　
印
鑑
、本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な

ど
）、ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト（
紛
失
し
た
場

合
は
、税
務
課
ま
で
相
談
く
だ
さ
い
）、委

任
状（
納
税
義
務
者
本
人
ま
た
は
同
世
帯

の
人
が
手
続
を
す
る
と
き
は
不
要
）

②
滋
賀
ナ
ン
バ
ー
の
二
輪
車（
１
２
５
㏄
超
）

　
滋
賀
運
輸
支
局
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
☎
０
５
０–
５
５
４
０–

２
０
６
４

③
滋
賀
ナ
ン
バ
ー
の
四
輪
車
、三
輪
車

　
軽
自
動
車
検
査
協
会
滋
賀
事
務
所
で
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
☎
０
７
７–

５
８
５–

７
１
０
３

　
転
出
す
る
人
は
、軽
自
動
車
の
手
続
も

お
忘
れ
な
く
！

①�

長
浜
市
ナ
ン
バ
ー（
旧
８
町
含
む
）の

車
両

　

長
浜
市
で
廃
車
手
続
を
し
た
う
え

で
、転
出
先
の
市
区
町
村
で
登
録
し
て

く
だ
さ
い
。

②
二
輪
車（
１
２
５
㏄
超
）

　
転
出
先
の
運
輸
支
局
ま
た
は
自
動
車

検
査
登
録
事
務
所
で
、自
動
車
検
査
証

の
住
所
変
更
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

③
四
輪
車
、三
輪
車

　
転
出
先
の
軽
自
動
車
検
査
協
会
事
務

所
で
、自
動
車
検
査
証
の
住
所
変
更
手

続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、誰
も
が
安
心
し
て
、生
涯
に
わ
た
り

健
康
で
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、市
民
の
健
康
づ
く
り
の
拠
点
と
な

る
保
健
福
祉
複
合
施
設「
な
が
は
ま
ウ
ェ
ル
セ
ン

タ
ー
」が
３
月
下
旬
に
完
成
し
、次
の
窓
口
が
移

転
し
業
務
を
行
い
ま
す
。

【
業
務
開
始
日
】��

３
月
31
日（
月
）

【
新
し
い
住
所・連
絡
先
】��

小
堀
町
32
番
地
の
３　

《
１
階
》　

○
長
浜
市
保
健
セ
ン
タ
ー・健
康
推
進
課

　
母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と�（
☎
６
５–

７
７
５
１
）

　
成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と�（
☎
６
５–

７
７
５
９
）

　
そ
の
他�

（
☎
６
５–

７
７
７
９
）

　
※

６
５–

１
７
１
１（
共
通
）

○
湖
北
地
域
し
ょ
う
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー

　
ほ
っ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン�

（
☎
６
４–

５
１
３
０
）

　
※

６
４–

５
１
３
１

《
２
階
》　

○
長
浜
市
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　
発
達
に
関
す
る
相
談�

（
☎
６
５–

６
９
０
４
）

　
浜
の
子
園�

（
☎
６
５–

２
５
２
５
）

　
児
童
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
相
談

�
�

（
☎
６
５–

６
９
１
３
）

　
※

６
５
―
６
９
５
０（
共
通
）

　
な
お
、４
月
１
日(

火)

以
降
の
乳
幼
児
健
診・予
防
接
種

（
Ｂ
Ｃ
Ｇ
）は
、保
健
セ
ン
タ
ー
（
な
が
は
ま
ウ
ェ
ル
セ
ン

タ
ー
内
）お
よ
び
保
健
セ
ン
タ
ー
高
月
分
室（
高
月
支
所

西
）で
実
施
し
ま
す
。

　

市
が
定
め
る
都
市
計
画（
案
）を
縦
覧
し
ま
す
の
で
、意

見
の
あ
る
人
は
、所
定
の
様
式
に
①
住
所
②
氏
名
③
電
話

番
号
を
記
入
の
う
え
、３
月
20
日（
木
）ま
で
に
郵
送
ま
た

は
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
と
な
る
案
】�

都
市
施
設
区
域
の
一
部
変
更

�

（
長
浜
地
方
卸
売
市
場
）

【
公 

告 

日
】�

３
月
６
日（
木
）

【
縦
覧
期
間
】�

３
月
６
日（
木
）
～
３
月
20
日（
木
）

【
縦
覧
場
所
】�

平
日：都
市
計
画
課〈
東
別
館
２
階
〉

�

休
日：市
役
所
案
内〈
本
館
１
階
〉

※�

公
告
日
以
降
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
計
画（
案
）の
閲
覧
お
よ
び

意
見
書
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら「
長
浜
市
風
致

地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制

に
関
す
る
条
例
」を
施
行
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
風
致
地
区
内
に
お
い

て
建
築
等
を
行
う
場
合
は
、新
様

式
で
の
許
可
申
請
等
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、10 

ha
以
上
で
他
の
市

町
に
ま
た
が
る
風
致
地
区
は
、従

来
ど
お
り
県
の
条
例
に
基
づ
く
許

可
申
請
等
が
必
要
で
す
。

　

【
市
内
の
風
致
地
区
】

◦
市
条
例
の
適
用
を
受
け
る
地
区

神
田
山
風
致
地
区
、田
村
山
風
致
地

区
、虎
御
前
山
風
致
地
区

◦
県
条
例
の
適
用
を
受
け
る
地
区

横
山
風
致
地
区
、彦
根
長
浜
湖
岸
風

致
地
区

※�

許
可
申
請
書
の
提
出
先
は
、従
来
ど

お
り
都
市
計
画
課
と
な
り
ま
す
。

※�

許
可
申
請
に
関
す
る
詳
し
い
内
容

は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

行
政
information

行
政
information

行
政
information

行
政
information

軽
自
動
車
の
名
義
変
更・廃
車
手
続
は

４
月
１
日
ま
で
に

「
な
が
は
ま
ウ
ェ
ル
セ
ン
タ
ー
」が
３
月
末
に

オ
ー
プ
ン
し
ま
す

都
市
計
画（
案
）を
縦
覧
し
ま
す

風
致
地
区
内
の
行
為
規
制
に
つ
い
て

問
税
務
課（
☎
６
５–

６
５
０
８
）

問
健
康
推
進
課　
　
　
（
☎
６
５–

７
７
７
９
）

問
し
ょ
う
が
い
福
祉
課（
☎
６
５–

６
５
１
８
）

問
都
市
計
画
課（
☎
６
５–

６
５
６
２
）

問
都
市
計
画
課（
☎
６
５–

６
５
６
２
）

▲新盆梅命名式の様子（場所：慶雲館）

　提 出 先　
〒５２６−００３１　八幡東町６３２番地
都市計画課〈東別館２階〉

完成間近の「ながはまウェルセンター」
　【１階】� 保健センター・健康推進課、
� ほっとステーション
　【２階】� 児童発達支援センター
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